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　人事労務管理は社員の雇用や働き方だけでなく、経営にも直結する重要な仕事ですが、制度に慣れてい
ない人には聞き慣れないような専門用語や、概念的でわかりにくい内容がたくさんあります。そこで本連
載では、人事部門に初めて配属になった方はもちろん、ある程度経験を積んだ方も、担当者なら押さえて
おきたい人事労務関連の基本知識や用語についてわかりやすく解説します。
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第61回

今
回
は
、「
障
害
者
※１
雇
用
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ

ま
す
。障

害
者
雇
用
の
理
念
は

「
共
生
社
会
」の
実
現

障
害
者
雇
用
に
関
す
る
目
的
や
基
本
理
念
、
義
務
や

責
務
な
ど
の
内
容
は
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関

す
る
法
律
（
障
害
者
雇
用
促
進
法
）
に
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
本
法
律
の
第
一
条
の
目
的
に
は
、
長
文
な
の
で

一
部
抜
粋
と
な
り
ま
す
が
※２
、「（
省
略
）
雇
用
の
分
野

に
お
け
る
障
害
者
と
障
害
者
で
な
い
者
と
の
均
等
な
機

会
及
び
待
遇
の
確
保
並
び
に
障
害
者
が
そ
の
有
す
る
能

力
を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
の
措
置
（
省
略
）、
そ
の
職
業
生
活
に
お
い
て
自
立

す
る
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
総
合
的
に
講

じ
、
も
つ
て
障
害
者
の
職
業
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。」と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
基
本
的
理
念
の

う
ち
第
四
条
に
は
、「
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
は
、
職

業
に
従
事
す
る
者
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
、
自
ら
進
ん

で
、
そ
の
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
図
り
、
有
為
な
職

業
人
と
し
て
自
立
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」
と
あ
り
ま
す
。

傍
線
を
引
い
た
部
分
を
総
合
す
る
と
、
法
律
の
目
ざ

す
と
こ
ろ
は
、
障
害
者
が
能
力
を
発
揮
し
、
職
業
生
活

で
自
立
で
き
る
社
会
の
実
現
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず

均
等
な
雇
用
機
会
や
待
遇
の
確
保
、
能
力
発
揮
の
た
め

の
訓
練
等
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
実
現
す
る
た
め
の
雇

用
主
や
国
・
地
方
公
共
団
体
の
義
務
や
責
務
に
基
づ
く

施
策
を
定
め
て
い
ま
す
。
障
害
者
雇
用
と
い
う
と
、
こ

の
施
策
に
い
か
に
対
応
す
る
か
が
話
題
に
な
り
が
ち
で

す
が
、
視
野
を
広
げ
て
、
希
望
や
能
力
に
応
じ
て
だ
れ

も
が
職
業
を
通
じ
た
社
会
参
加
の
で
き
る「
共
生
社
会
」

へ
の
協
働
と
し
て
と
ら
え
直
す
と
、
こ
れ
か
ら
説
明
す

る
障
害
者
雇
用
の
施
策
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

障
害
者
の
法
定
雇
用
率
遵
守
は

事
業
主
の
義
務

で
は
、
障
害
者
雇
用
に
関
す
る
施
策
の
ポ
イ
ン
ト
に

つ
い
て
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
理
解
し
て
お
き
た
い
の
は
障
害
者
雇
用
率
制

度
で
す
。
こ
れ
は
、
従
業
員
が
一
定
数
以
上
の
規
模
の

事
業
主
に
従
業
員
の
一
定
割
合
以
上
の
障
害
者
の
雇
用

を
義
務
づ
け
る
も
の
で
す
。
こ
こ
で
い
う
一
定
割
合
を

法
定
雇
用
率
と
呼
び
ま
す
が
、
５
年
程
度
で
労
働
状
況

等
に
基
づ
き
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
定
期
的

に
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
本
稿

執
筆
時
点
（
２
０
２
５
〈
令
和
７
〉
年
７
月
）
で
は
、

常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
う
ち
民
間
企
業
で
は
２・

５
％
、
国
・
公
共
機
関
な
ど
は
２・
８
％
、
都
道
府
県

な
ど
の
教
育
委
員
会
は
２・
７
％
が
法
定
雇
用
率
で
す

「障害者雇用」

※ 1　障害者には、「障がい者」、「障碍者」などの異なる表記方法もあるが、本稿では法律（障害者雇用促進法）の表記に合わせ「障害者」としている
※２　傍線は筆者加工
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が
、２
０
２
６
年
７
月
か
ら
は
、民
間
企
業
は
２・７
％
、

国
・
公
共
機
関
な
ど
は
３・
０
％
、
都
道
府
県
な
ど
の

教
育
委
員
会
が
２・
９
％
と
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が

決
ま
っ
て
い
ま
す
※３
。
計
算
式
と
し
て
は
「
常
時
雇
用

し
て
い
る
労
働
者
の
総
数
※４
×
法
定
雇
用
率
＝
雇
用
す

べ
き
障
害
者
数
（
小
数
点
以
下
切
り
捨
て
）」
と
な
り

ま
す
。

こ
こ
で
知
識
と
し
て
大
切
な
の
は
、
障
害
者
の
雇
用

者
数
の
カ
ウ
ン
ト
方
法
で
す
。
１
人
を
実
際
に
雇
用
し

た
と
し
て
も
、
障
害
者
区
分
や
週
の
所
定
労
働
時
間
に

応
じ
て
「
何
人
雇
用
し
た
こ
と
に
な
る
か
」
の
数
え
方

が
異
な
り
ま
す
。障
害
者
の
区
分
の
う
ち
身
体
障
害
者・

知
的
障
害
者
は
、
実
際
に
１
人
雇
用
し
た
場
合
、
週
の

所
定
労
働
時
間
が
30
時
間
以
上
の
場
合
に
は
、１
人（
重

度
は
２
人
）と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
ま
す
。
20
時
間
以
上

30
時
間
未
満
の
場
合
は
０
・
５
人
（
重
度
は
１
人
）、

10
時
間
以
上
20
時
間
未
満
の
場
合
は
０
人（
重
度
は
０・

５
人
）と
な
り
ま
す
。
精
神
障
害
者
は
、
実
際
に
１
人

雇
用
し
た
場
合
、
週
の
所
定
労
働
時
間
が
20
時
間
以
上

で
あ
れ
ば
１
人
、
10
時
間
以
上
20
時
間
未
満
は
０
・
５

人
で
カ
ウ
ン
ト
し
ま
す
。
前
提
と
し
て
身
体
障
害
者
手

帳
・
療
養
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
所
有

者
が
カ
ウ
ン
ト
対
象
と
な
り
ま
す
。

法
定
雇
用
率
の
遵
守
は
事
業
主
の
義
務
と
さ
れ
て
い

る
た
め
、
法
定
雇
用
率
を
満
た
し
て
い
な
い
常
用
雇
用

労
働
者
１
０
０
人
超
の
事
業
主
か
ら
は
不
足
１
人
あ
た

り
月
額
５
万
円
の
納
付
金
が
徴
収
さ
れ
ま
す
。一
方
で
、

法
定
雇
用
率
を
超
え
て
雇
用
し
て
い
る
事
業
主
に
つ
い

て
は
、
超
過
１
人
あ
た
り
原
則
月
額
２
万
９
千
円
の
調

整
金
と
、
超
過
１
人
あ
た
り
原
則
月
額
２
万
１
千
円
の

報
奨
金（
常
用
雇
用
労
働
者
１
０
０
人
以
下
の
事
業
主

に
限
る
）の
支
給
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
納
付
金
を
支

払
っ
て
も
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

未
達
成
の
場
合
に
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
よ
り
「
障
害
者
雇

入
れ
計
画
書
作
成
命
令
」
が
発
せ
ら
れ
た
り
、
行
政
指

導
や
企
業
名
公
表
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
注

意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

障
害
者
雇
用
支
援
に
関
す
る
情
報
や

機
関
の
活
用

こ
の
よ
う
な
取
組
み
の
も
と
、
民
間
企
業
に
雇
用
さ

れ
て
い
る
障
害
者
の
数
は
67
・
７
万
人
と
な
り
21
年
連

続
で
過
去
最
高
を
更
新
し
、
障
害
者
雇
用
が
着
実
に
進

展
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
ま
す
（
２
０
２
４
年
６

月
１
日
時
点
。
厚
生
労
働
省
「
令
和
６
年
障
害
者
雇
用

状
況
の
集
計
結
果
」※5
）。
し
か
し
、
実
雇
用
率
（
常
用

雇
用
労
働
者
に
占
め
る
、障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
）

は
２・41
％
、
法
定
雇
用
率
達
成
企
業
割
合
は
46・０
％

と
ま
だ
改
善
の
余
地
が
あ
り
ま
す
。「
障
害
者
雇
用
実

態
調
査
結
果
報
告
書
（
令
和
５
年
６
月
厚
生
労
働
省
）

※6
」
の
障
害
者
を
雇
用
し
な
い
理
由
別
事
業
所
数
の
割

合
に
関
す
る
調
査
を
参
照
す
る
と
、
70
％
の
企
業
が
理

由
と
し
て
「
障
害
者
に
適
し
た
業
務
が
な
い
か
ら
」
と

回
答
し
て
い
ま
す
。
ま
た
15
～
20
％
程
度
の
回
答
と
し

て
「
障
害
者
雇
用
に
つ
い
て
全
く
イ
メ
ー
ジ
が
湧
か
な

い
か
ら
」、「
障
害
者
の
雇
用
管
理
の
こ
と
が
よ
く
わ
か

ら
な
い
か
ら
」
と
い
う
内
容
も
あ
る
一
方
で
、「
過
去

に
障
害
者
を
雇
用
し
た
が
、
う
ま
く
続
か
な
か
っ
た
か

ら
」
の
回
答
が
３
～
５
％
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

障
害
者
雇
用
自
体
に
消
極
的
と
い
う
よ
り
は
、
情
報
・

理
解
不
足
で
ふ
み
出
せ
な
い
と
い
う
企
業
も
一
定
数
あ

る
こ
と
が
推
察
さ
れ
ま
す
。

じ
つ
は
、
障
害
者
雇
用
に
関
す
る
情
報
提
供
や
支
援

は
充
実
し
て
お
り
、
例
え
ば
厚
生
労
働
省
が
発
行
し
た

令
和
７
年
４
月
１
日
現
在
の『
障
害
者
雇
用
の
ご
案
内
』

と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
※7
で
は
わ
か
り
や
す
く
、
障
害

者
雇
用
率
の
説
明
、
雇
用
に
向
け
た
サ
ー
ビ
ス
・
支
援

策
、
助
成
金
等
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、（
独
）高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
（
Ｊ

Ｅ
Ｅ
Ｄ
）
が
発
行
し
て
い
る
障
害
者
雇
用
の
月
刊
誌

『
働
く
広
場
※8
』で
は
、
障
害
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
方

の
実
例
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
障
害
者
雇
用
を
は
じ
め

よ
う
と
す
る
企
業
の
ヒ
ン
ト
に
も
な
り
ま
す
。
ま
た
、

Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
で
は
障
害
者
雇
用
や
能
力
開
発
の
支
援
も

行
っ
て
い
る
た
め
、
問
い
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
も
有
効

な
方
法
で
す
。

＊　
＊　
＊

次
回
は
、「
36
協
定
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

※３　１人以上の障害者雇用を行うべき事業主の範囲は、民間企業の場合、現時点では常用雇用者数 40 人以上、令和８年７月からは 37.5 人以上となる
※４　１週間の所定労働時間が 20時間以上で、１年を超えて雇用される見込みのある、または１年を超えて雇用されている労働者（パート・アルバイト含む）
※ 5　 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47084.html
※ 6　 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39062.html
※ 7　 https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf️
※ 8　 https://www.jeed.go.jp/disability/data/works/index.html ➡
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